
Hyogo Prefecture

兵庫県立病院コンプライアンス指針（概要版）

1. 意義
安全・安心な医療サービスの提供及び健全な病院運営を着実
に遂行するには、
・組織運営における公正な判断と運営を監視・統制する仕組で
ある「ガバナンス」
・組織の目標を達成するために必要な規則や仕組を整備し適切
に運用する「内部統制」
・法令や組織の規程のほか社会規範等を遵守する「コンプライア
ンス」
が重要である。
特に、「コンプライアンス」の推進については、職員一人ひとりがコ
ンプライアンス意識を徹底し、高い倫理観を持つことが不可欠であ
る。

2. 目指す姿(目標)
職員一人ひとりの取組を進めるために本指針を定め、コンプライ
アンス向上に組織的に取り組むこととする。
また、これにより、県立病院が提供する医療の質の向上を
実現し、下記の姿を目指す。

≪目指す姿(目標)≫
・ 県民から信頼される病院であること
・ 患者や家族から求められる病院であること
・ 職員が誇れる病院であること

3. 本指針の構成
２に掲げる目標を達成するため、職員一人ひとりが日常業務を
遂行する過程で行うべき判断及び行動のあり方について、全般
的な共通事項として「職員の行動規範」を定める。
また、職員一人ひとりが行動規範を認識し実践しやすい環境づ
くりのため、本指針や関係規程等の周知や各所属におけるコンプ
ライアンス向上の取組を進めるための「推進体制」を定める。

Ⅰ コンプライアンス向上に努めていく意義・目的

4. コンプライアンスの範囲
コンプライアンスとは、一般的
に「法令遵守」と和訳されるが、
公務員としてその職務について
法令等を遵守することは当然の
ことであり、法令だけにとどまらず、
局内規程や院内の規定の他、
各専門職の倫理綱領・倫理規
程・行動規範等、さらには、社
会規範及びマナーも率先して遵
守していくことが求められる。
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説明責任

• 説明の前に患者の病態・病状を把握し、十分な最新の医学的知識を備えておく
• 患者・家族等が意思決定する権利を持つことを十分理解するとともに、人格を尊重し、患者・家族等の同
意を得た上で医療を提供する

個人情報保護と情報セキュリティ対策

• 職務上、知り得た個人情報を他人に知らせないことや、目的外で使用しないことを常に念頭に置く
• 電子媒体はPWロック対応(推奨)搭載のものを使用する
• 患者情報の入ったパソコンやUSBなどを上司・関係部署の許可なく職場外へ持ち出さない

法令等遵守と公平・公正な職務遂行

• 兵庫県職員としての自覚を持って職務を遂行する
• 自らの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように研鑽する
• 自己の責任と能力を的確に把握し、責任感を持って対象となる人々に平等に医療を提供する
• 公務中はもとより私用中であっても、公務員としての自覚を持って行動する
• 思いやりのある交通行動を心掛け、交通安全に積極的に取り組む

Ⅱ 職員の行動規範における心構え・具体的な行動目標 （看護師版）
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• 県民・患者・家族及びともに働く全ての人の人格・個性を互いに尊重しやすい環境を確保するように努める
• 兵庫県病院局ハラスメント防止指針に定める「パワー・ハラスメント」、「セクシュアル・ハラスメント」及び「妊
娠・出産・育児または介護に関するハラスメント」はもちろんのこと、いかなるハラスメントも行わない

• 職種や役職(上司・部下)を問わず、双方向で意見交換や議論を活発に行う

相互尊重・チームワーク

• 一部に対してのみ有利な取扱いをする等、不当な差別的取扱をしてはならず、常に公正な職務の執行に努
める

• 金品の贈与等を受けること等、県民・患者・家族等の疑惑や不信を招くような行為をしない
• 県民・患者・家族等との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて患者主体の医療を提供する
• 公務員としての品位を傷つけないよう身だしなみに留意する

県民への誠実な対応

• 医薬品・医療機器・器具・補助用品等の管理を徹底し、使用時の安全確認と衛生確認を厳密に行う

適正な経理事務、資産の適正な管理・保全
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３ 違反者に対する措置
「兵庫県病院局懲戒処分指針」に基づき、該当事案が
生じた場合は、適切に対処する。

１ コンプライアンス推進体制
各病院⾧と病院局で構成する県立病院運営会議を県立
病院コンプライアンス推進本部として位置づけ、コンプライアン
ス全般に係る問題について協議し、県立病院全体のコンプラ
イアンス意識の向上に取り組む。

２ コンプライアンス向上のための取組
★指針等の周知
各種会議やシステムを活用し、指針等を周知する。
・各病院電子カルテシステム
・SharePoint掲示板（病院総務課掲示板）

★研修
院内研修、職種別研修及び知事部局主催研修などを

活用しコンプライアンス意識を高める。

★相談・通報受付窓口

Ⅲ コンプライアンス推進体制
★適正な経理事務の推進
下記の取組を通じ、経理事務誤りの防止に努める。
・監査指摘事項の共有
・各所属毎に毎年度内部管理重点項目の作成

★労務管理の適正化
⾧時間労働の是正等は下記の取組などにて進める。
・医師の働き方改革プロジェクトチームの報告を踏まえた
取組
・病院局安全衛生協議会及び各病院の衛生委員会

★表彰
「職全体の信用を高める行為があった職員」等、コンプラ
イアンス意識向上の取組を進めた個人と所属を積極的に
表彰する。


